
 

笠間市立地適正化計画における建築等の届出等に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号。以下「法」

という。）第８８条の規定に基づき，笠間市立地適正化計画（以下「計画」

という。）に係る届出に関する必要な事項を定めることにより，計画の円滑

な運用を図り，もって居住環境の維持向上に資することを目的とする。 

（届出の対象とする建築物） 

第２条 法第８８条第１項の条例で定めるものは，次に掲げるものとする。 

（１） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定す

る有料老人ホーム 

（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２０項に規定する

認知症対応型共同生活介護又は同法第８条の２第１５項に規定する介護予

防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居 

（３） 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）

第５条に規定するサービス付き高齢者向け住宅 

（届出を要しない行為） 

第３条 法第８８条第１項第４号の条例で定める行為は，次に掲げる計画で定

める準居住誘導区域内で行う行為とする。 

（１） 鯉淵地区 

（２） 旭町地区 

（３） 南友部地区 

（４） 宍戸駅周辺地区 

（５） 稲田駅周辺地区 

（６） 福原駅周辺地区 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は，令和２年１０月１日から施行する。 


